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◎新潟県教育委員会訓令第４号  

教 育 庁 本 庁   

県 立 学 校   

新潟県立学校における事務決裁及び文書等に関する規程（昭和46年12月新潟県教育長訓令第12号）の一部を次

のように改正し、令和５年４月１日から実施する。 

令和５年３月28日 

新潟県教育委員会 

   教育長  佐 野  哲 郎 

次の表の改正後の欄中号の細目の表示に下線が引かれた号の細目（以下「追加号細目」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動条等」という｡)に対応

する同表の改正後の欄中条、項及び号の表示に下線が引かれた条、項及び号（以下「移動後条等」という｡)が存

在する場合には当該移動条等を当該移動後条等とし、移動条等に対応する移動後条等が存在しない場合には当該

移動条等（以下「削除条等」という｡)を削り、移動後条等に対応する移動条等が存在しない場合には当該移動後

条等（以下「追加条等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに削除条等を除く。以下「改正部分」と

いう｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（条、項及び号の表示並びに追加号細目及び追加条等

を除く。以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対

応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合

には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

目次 

第１章・第２章 （略） 

第３章 文書 

第１節～第４節 （略） 

第５節 整理及び保存（第22条―第31条） 

第６節・第７節 （略） 

第４章 （略） 

第５章 補則（第45条） 

附則 

 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

２ この規程において、次の各号に掲げる用語の意

義は、当該各号の定めるところによる。 

(1)～(4) （略） 

(5) 公文書管理システム 法務文書課長が管理す

る情報処理システム（電子計算機及びプログラ

ムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的

に行うよう構成されたものをいう。以下同じ｡)

であつて、文書の収受、起案、決裁、行政文書

の保存及び廃棄等に関する事務の処理に係るも

のをいう。 

 

（事務長の権限の代決） 

第４条の２ 事務長が不在のときは、庶務係長を置

く学校にあつては庶務係長が、その他の学校にあ

つては、あらかじめ事務長が指定した職員が代決

する。 

 

目次 

第１章・第２章 （略） 

第３章 文書 

第１節～第４節 （略） 

第５節 整理、保管及び保存（第22条―第31条） 

第６節・第７節 （略） 

第４章 （略） 

 

附則 

 

（用語の意義） 

第２条 （略） 

２ この規程において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 

(1)～(4) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務長の権限の代決） 

第４条の２ 事務長が不在のときは、庶務係長を置

く学校にあっては庶務係長が、その他の学校にあ

っては、あらかじめ事務長が指定した職員が代決

する。 

 

（文書処理、作成及び取扱いの原則） （文書処理、作成及び取扱いの原則） 
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第５条 （略） 

２ 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処

理経過を明らかにするとともに、その情報を適切

に管理し、事務が能率的かつ適正に処理されるよ

うにしなければならない。 

３ 文書は、易しく分かりやすいようにすることを

基本方針として作成しなければならない。 

４・５ （略） 

 

（文書主任） 

第７条 （略） 

２ 文書主任は、事務長をもつて充てる。 

３ 文書主任は、校長の命を受け、次に掲げる事務

を処理する。 

(1)～(4) （略） 

(5) 第７条の３のファイル担当者の指導に関する

こと。 

 

（文書取扱者） 

第７条の２ （略） 

２ 文書取扱者は、あらかじめ校長が職員のうちか

ら指定する者をもつて充てる。 

３ 文書取扱者は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) （略） 

(2) 文書の整理、保存及び引継ぎに関すること。 

 

 

（ファイル担当者） 

第７条の３ （略） 

２ （略） 

３ ファイル担当者は、次に掲げる事務を処理する

ものとする。 

(1) （略）  

(2) 行政文書の整理及び保存に関すること。 

(3) （略） 

 

（収受及び配付手続） 

第８条 学校に到達した文書及び貨物（以下「文書

等」という｡)は、文書取扱者が収受し、次の各号

により処理しなければならない。 

 

(1) 情報通信技術を利用する方法により収受した

文書（以下「電子収受文書」という｡)は、重要

又は異例なものにあつては校長の閲覧を経た後、

当該事務を担当する職員（以下「担当者」とい

う｡)に引き継ぐこと。 

(2) 電子収受文書以外の文書（書留によるものを

除く｡)は、開封の上、その文書の余白に収受日

付印（学校を経由する文書にあつては経由印）

を押し、当該事務により教頭又は事務長を経由

し、重要又は異例なものにあつては校長の閲覧

第５条 （略） 

２ 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に

その処理経過を明らかにするとともに、その情報

を適切に管理し、事務が能率的かつ適正に処理さ

れるようにしなければならない。 

３ 文書は、やさしくわかりやすいようにすること

を基本方針として作成しなければならない。 

４・５ （略） 

 

（文書主任） 

第７条 （略） 

２ 文書主任は、事務長をもつてこれに充てる。 

３ 文書主任は、校長の命を受け、次に掲げる事務

を処理するものとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) ファイル担当者の指導に関すること。 

 

 

（文書取扱者） 

第７条の２ （略） 

２ 文書取扱者は、あらかじめ校長が職員のうちか

ら指定するものをもって充てる。 

３ 文書取扱者は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) （略）  

(2) 文書の整理、保管、保存及び引継ぎに関する

こと。 

 

（ファイル担当者） 

第７条の３ （略） 

２ （略） 

３ ファイル担当者は、次に掲げる事務を処理する

ものとする。 

(1) （略）  

(2) 行政文書の整理及び保管に関すること。 

(3) （略） 

 

（収受及び配付） 

第８条 学校に到達した文書及び物品（貨物便、宅

配便等によるものをいう。以下同じ｡)は、文書取

扱者が収受し、次の各号により処理しなければな

らない。 

 

 

 

 

 

(1) 文書（書留によるものを除く｡)は、開封の上、

その文書の余白に収受日付印（学校を経由する

文書にあっては経由印）を押し、当該事務によ

り教頭又は事務長を経由し、重要又は異例なも

のにあっては校長の閲覧を経た後、当該事務を
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を経た後、担当者に配付すること。 

 

(3) 前２号の規定による引継ぎ又は配付を受けた

担当者は、次に掲げる場合を除き、必要な事項

を公文書管理システムに登録すること。 

ア 公文書管理システムにより、文書の件名を

明らかにした上で当該文書（電子収受文書以

外の文書に限る｡)に係る事案について起案し、

又は供覧する場合 

イ 公文書管理システム以外の情報処理システ

ムにより決裁を受けようとする場合 

ウ 文書に行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号）第２条第５項に規定する個

人番号又は同条第８項に規定する特定個人情

報が含まれる場合 

エ 文書の件名に個人情報その他の秘匿性の高

い情報を表示せざるを得ない場合 

(4) 前号の規定による登録をした文書のうち、収

受の事実を明確に記録する必要があるものにつ

いては、公文書管理システムにより文書番号の

取得及び記録をすること。 

 

(5) 現金、金券、証紙、証券、書留による郵便物

等は、文書等配付簿により担当者に配付するこ

と。 

(6) 親展文書、電報及び貨物は、担当者（親展文

書にあつては宛先）に配付すること。 

２ （略） 

３ 職員が第１項の規定によらない文書を受け取つ

たときは、直ちに文書取扱者に回付し、同項の手

続を経なければならない。 

 

（配付文書の処理） 

第９条 校長は、前条第１項第１号又は第２号に規

定する重要又は異例な文書を閲覧したときは、自

ら処理し、又は処理方針を担当者に指示し、速や

かにその処理をさせなければならない。 

２ （略） 

 

（起案） 

第10条 （略） 

２ 起案は、公文書管理システムにより行うものと

する。ただし、次に掲げる場合における事案の処

理に係る起案については、この限りでない。 

(1) 第13条第３項の規定により持ち回り決裁を受

けようとする場合 

 

 

(2) 公文書管理システムを使用することができな

い職員が起案をし、又は当該職員に回議をする

担当する職員（以下「担当者」という｡)に配付

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 前号の規定により収受日付印を押した文書の

うち、収受の事実を明確に記録する必要がある

ものについては、文書整理簿に必要な事項を記

入し、当該収受日付印を押した箇所に文書番号

を記入すること。 

(3) 現金、金券、証紙、証券、書留郵便物等は、

文書等配付簿により担当者に配付すること。   

 

(4) 親展文書、電報及び物品は、担当者（親展文

書にあってはあて先）に配付すること。  

２ （略） 

３ 職員が第１項の規定によらない文書を受け取つ

たときは、直ちに文書取扱者が回付し、同項の手

続きを経なければならない。 

 

（配付文書の処理） 

第９条 校長は、前条第１項第１号に規定する重要

又は異例な文書を閲覧し、自ら処理するもののほ

か、処理方針を担当者に指示し、速やかにその処

理をさせなければならない。 

２ （略） 

 

（起案） 

第10条 （略） 

２ 起案は、処理しようとする事案の内容により、

次に掲げる各号のいずれかによつて行うものとす

る。 

(1) 重要又は異例の事案及び次号以下の各号によ

つて、処理することが適当でないと認められる

もの 

起案用紙を用いる。 

(2) 同一趣旨の起案（文書の作成）が継続して行

われるもの 
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場合 

 

 

 

 

(3) やむを得ない事情により公文書管理システム

を使用して起案をすることができない場合 

 

 

(4) 第22の４条第１項第６号に規定する第６種文

書に類する軽易なものについて起案をする場合 

 

 

 

(5) 公文書管理システム以外の情報処理システム

から出力される帳票等により起案をする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前項第１号から第３号までに掲げる場合におい

て、起案の決裁を受けたときは、速やかに、必要

な事項を公文書管理システムに登録しなければな

らない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急

を要する事案又は軽易な事案については、上司の

指示を受けて、起案を行わずに事案の処理をする

ことができる。ただし、機密又は緊急を要する事

案の処理については、事後速やかに起案による処

理を行い、公文書管理システムに必要な事項を登

録しなければならない。 

 

（供覧） 

第11条 引継ぎ又は配布を受けた文書が、前条の規

定による処理を必要とせず、単に供覧によつて完

結するものであるときは、公文書管理システムに

より関係者の閲覧に供するものとする。ただし、

次に掲げる場合における事案の処理に係る供覧に

ついては、当該文書の上部余白に「供覧」と記し、

又は供覧印を押印し、関係者の閲覧に供すること

ができる。 

(1) 公文書管理システムを使用することができな

い職員が供覧し、又は当該職員の閲覧に供する

場合 

例文によつて処理する｡(あらかじめ処理案につ

いて例文設定伺いをして決定しておき、その後の

処理については、当該例文を印刷した用紙を用い

て起案するか、又は起案用紙の伺い文にその旨を

記載し、処理案の記載を省略する｡) 

(3) 定例的なものなどで、その取扱いについて特

別の定めがあるもの 

一定の帳票（帳簿、伝票、印刷済みの用紙類）

を用いる。 

(4) 軽易な事案又は定例的なもの並びに軽易な報

告、届け、事務連絡等で控えを残す必要のない

もの 

事案処理文書の上部余白に処理伺い印を押印

したものを用いる。 

(5) 重要又は異例な事案に係る処理方針等で、決

裁責任者に対し口頭により説明を行うもの 

処理方針等を記載した文書の上部余白に処理

伺い印を押印したものを用いる。 

(6) 照会で回答用紙を添付してあるもの等当該文

書で処理できるもの及び報告様式の指定されて

いるもの 

当該文書又は控えの報告用紙の上部余白に処

理伺い印を押印したものを使用する。 

(7) 軽易な報告、回答、届け等で電話又は口頭に

よつて連絡できるもの 

電話連絡用紙を用いる｡(控えの必要のない場合

は、省略することができる｡) 

３ 定例又は軽易な事案の処理に当たつては、前項

第２号から第７号までの規定に従って極力起案（文

書）作成事務の簡素化に努め、事務処理の能率化

を図らなければならない。 

４ 第１項の規定にかかわらず、機密若しくは緊急

を要する事案又は軽易な事案については、上司の

指示を受けて起案書によらず事案の処理をするこ

とができる。ただし、機密又は緊急を要する事案

の処理については、事後速やかに起案による処理

を行わなければならない。 

 

 

（供覧） 

第11条 配布を受けた文書が、前条の規定による処

理を必要とせず、単に供覧によつて完結するもの

は、当該文書の上部余白に「供覧」と記し又は供

覧印を押印し、関係者の閲覧に供するものとする。 
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(2) やむを得ない事情により公文書管理システム

を使用して供覧することができない場合 

(3) 第22条の４第１項第６号に規定する第６種文

書に類する軽易なものについて供覧する場合 

(4) 公文書管理システム以外の情報処理システム

から出力される帳票等について供覧する場合 

２ 前項第１号及び第２号に掲げる場合において、

同項ただし書の規定による供覧が完結したときは、

速やかに、必要な事項を公文書管理システムに登

録しなければならない。 

 

（起案に当たつての注意事項） 

第12条 起案に当たつては、次に掲げる事項に留意

しなければならない。 

(1) （略） 

(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語、文体

等の表記の基準については、第６節に定める公

文方式によること。 

(3) （略） 

 

（起案文書の記入事項） 

第12条の２ 公文書管理システム又は書面により作

成する起案文書には、次の各号に掲げる事項に関

し、当該各号に定める内容を記入しなければなら

ない。 

(1) 決裁区分 次のアからエまでに掲げる区分に

応じ、当該アからエまでに定める決裁責任者を

記入すること。 

ア 校長が決裁すべきもの 校長 

イ 副校長が決裁すべきもの 副校長 

ウ 教頭が決裁すべきもの 教頭 

エ 事務長が決裁すべきもの 事務長 

(2) 公開又は非公開の区分 公開又は非公開の区

分及び必要な事項を記入すること。 

(3) 取扱上及び施行上の注意 次のアからキまで

に掲げる区分に応じ、当該アからキまでに定め

る取扱上及び施行上の注意を記入すること。 

ア 急を要するもの 至急 

イ 秘密の取扱いをするもの 秘 

ウ 例規文書を内容とするもの 例規 

エ 県報に登載する事項を内容とするもの 県

報登載 

オ 共通例文により処理するもの 共通例文  

 号 

カ 課（所）例文により処理するもの 課（所）

例文 号 

キ その他 その他（ ） 

(4) 保存期間 第22条の４第１項又は第２項に規

定する保存期間を記入すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（起案に当たつての注意事項） 

第12条 起案に当たつては、次の各号によらなけれ

ばならない。 

(1) （略）  

(2) 文書の書式及び用例並びに用字、用語、文体

等の表記の基準については、第６節公文方式の

定めるところによる。 

(3) （略）  

 

（起案用紙） 

第12条の２ 起案用紙は、次の各号に定めるところ

により使用しなければならない。 

 

 

(1) 決裁区分欄は、校長、副校長、教頭、事務長

の区分により、該当するものを円で囲むこと。 

 

 

 

 

 

(2) 公開・非公開区分欄は、該当するものに印を

付し、必要な事項を記入すること。 

(3) 取扱上及び施行上の注意欄は、必要に応じ該

当するものを円で囲むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 保存期間欄は、該当するものを円で囲むもの

とし、法令等に特別に定めがあることにより、

該当するものがない場合は、その期間を括弧内

に記入すること。 
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(5) 保存期間満了時の措置 第22条の５の規定に

より定める保存期間が満了したときの措置を記

入すること。 

(6) 起案年月日等 収受年月日（収受文書に基づ

く起案の場合に限る｡)、起案年月日、処理期限

並びに起案者の職及び氏名を記入すること。 

(7) 標題 起案の内容が一見して分かるよう簡潔

に記入すること。 

(8) 結論又は要旨 定例又は軽易な事案を除き、

処理案の前に必要に応じて説明文を記入するこ

と。ただし、当該説明文が長文になる場合は、

本文の前に結論文又は要旨を記入すること。 

 

（決裁） 

第13条 起案文書は、関係職員の回議を経てから決

裁責任者の決裁を受けなければならない。 

２ 上司の不在により代決するときは､｢代」と記入

して認可し、代決した起案文書のうち後閲を要す

るものは､｢後閲」と記入しなければならない。 

３ 起案文書の回議に当たっては、秘密を要するも

のは封に入れる等他に漏れない方法を講じ、特に

急を要するもの又は重要であり、若しくは異例で

あるものは、担当者が持ち回り決裁を受けるもの

とする。 

 

（回議の促進） 

第14条 起案文書の回議をする範囲は、当該起案の

意思決定に必要な 小限にとどめ、回議の促進を

図るようにしなければならない。 

 

（文書主任の審査） 

第14条の２ 起案文書（軽易なものを除く｡)は、文

書主任の審査を受けなければならない。 

２ 文書主任は、起案文書の審査に当たつて当該文

書の書式及び用字、用語、文体等が第６節に定め

る公文方式に合致しないときは、起案の内容を変

更しない範囲内において訂正することができる。 

 

（決裁年月日の記入） 

第15条 決裁を終えた起案文書（以下「原議」とい

う｡)は、決裁責任者又は起案者において、所定の

欄に決裁年月日を記入しておかなければならない。 

 

 

 

 

（浄書及び校合） 

第16条 （略） 

２ 新たに文書番号を必要とする原議は、公文書管

理システムにより決裁を受ける場合を除き、浄書

前に文書取扱者に回付して、番号の記入を受けな

(5) 保存期間満了時の措置欄は、該当するものを

円で囲むこと。 

 

(6) 収受年月日（収受文書に基づく起案の場合に

限る｡)、起案年月日、処理期限及び起案者の職

・氏名を記載すること。 

(7) 標題欄は、起案の内容が一見して分かるよう

簡潔に記入すること。 

(8) 定例又は軽易な事案を除き、処理案の前に必

要に応じて説明文を記載すること。ただし、当

該説明文が長文になる場合は、本文の前に結論

文又は要旨を明記すること。 

 

（決裁） 

第13条 起案書は、関係職員の回議を経てから決裁

責任者の決裁を受けなければならない。 

２ 上司の不在により代決するときは､｢代」と記載

して認可し、代決した起案書のうち後閲を要する

ものは､｢後閲」と記入しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

（回議の促進） 

第14条 回議の際、起案書に認印する者の範囲は、

当該起案の意思決定に必要な 小限にとどめ、決

裁の促進を図るようにしなければならない。 

 

（文書主任の審査） 

第14条の２ 起案書（軽易なものを除く｡)は、文書

主任の審査を受けなければならない。 

２ 文書主任は、起案書の審査に当たって当該文書

の書式及び用字、用語、文体等が第６節に定める

公文方式に合致しないときは、起案の内容を変更

しない範囲内において訂正することができる。 

 

（決裁年月日の記入） 

第14条の３ 決裁を終えた起案書（以下「原議」と

いう｡)は、決裁責任者又は起案者において、所定

の欄に決裁年月日を記入しておかなければならな

い。 

 

第15条 削除 

 

（浄書及び校合） 

第16条 （略） 

２ 新たに文書番号を必要とする原議は、浄書前に

文書取扱者に回付して、番号の記入を受けなけれ

ばならない。 
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ければならない。 

３・４ （略） 

 

（公印及び契印） 

第17条 発送する文書には、第44条に定めるところ

により、公印を押さなければならない。ただし、

次に掲げるものを除く。 

(1)・(2) （略） 

２ （略） 

 

（発送） 

第18条 （略） 

２ 文書等の発送に当たり、その方法の決定及び種

別の認定は、文書取扱者が行うものとする。 

３ （略） 

 

（送付書の省略） 

第19条の３ 文書のうち次に掲げるものであつて、

他の地方公共団体又は県の機関に発するものにつ

いては、特に説明、意見等を付する必要のあるも

のを除き、送付書を省略し、当該用紙の余白に送

付印を押し、所定の事項を記入して発送すること

ができる。 

(1) （略） 

(2) 定例的な報告であつて通達等により様式が定

められているもの 

 

第５節 整理及び保存 

 

（勤務時間外の取扱い） 

第20条 勤務時間外に到達した文書等の収受の取扱

いについては、校長が別に定めるものとする。 

 

 

第21条 急施を要するため、勤務時間外において文

書等（書面により作成された文書又は貨物に限る｡)

を発送しようとするときは、あらかじめ文書取扱

者の承認を受けてするものとする。 

 

（文書整理の原則） 

第22条 職員は、行政文書を電磁的記録により作成

し、又は電磁的記録により作成された行政文書を

取得したときは、公文書管理システムにより、当

該行政文書（以下「電子行政文書」という｡)を分

類し、名称を付するとともに、保存期間及び保存

期間の満了する日を設定しなければならない。 

２ 職員は、行政文書を書面により作成し、又は書

面により作成された行政文書を取得したときは、

当該行政文書（以下「書面行政文書」という｡)及

び相互に密接な関連を有する書面行政文書をまと

めた個別フォルダー又は簿冊について分類し、名

 

３・４ （略） 

 

（公印及び契印） 

第17条 発送する文書には、第44条に定めるところ

により、公印を押さなければならない。ただし、

次に掲げるものは省略するものとする。 

(1)・(2) （略） 

２ （略） 

 

（発送） 

第18条 （略） 

２ 文書及び物品の発送に当たり、その方法の決定

及び種別の認定は文書取扱者が行うものとする。 

３ （略） 

 

（送付書の省略） 

第19条の３ 文書のうち次に掲げるものであって、

他の地方公共団体又は県の機関に発するものにつ

いては、特に説明、意見等を付する必要のあるも

のを除き、送付書を省略し、当該用紙の余白に送

付印を押し、所定の事項を記入して発送すること

ができる。 

(1) （略） 

(2) 定例的な報告であって通達等により様式が定

められているもの 

 

第５節 整理、保管及び保存 

 

（勤務時間外の取扱い） 

第20条 勤務時間外に到達した文書及び物品の収受

の取扱いについては、校長が別に定めるものとす

る。 

 

第21条 急施を要するため、勤務時間外において文

書又は物品を発送しようとするときは、あらかじ

め文書取扱者の承認を受けてするものとする。 

 

 

（文書整理の原則） 

第22条 文書は、分類して整理し、必要なときは、

直ちに取り出せるように保管し、又は保存しなけ

ればならない。 
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称を付するとともに、保存期間及び保存期間の満

了する日を設定しなければならない。 

３ 行政文書は、必要なときに、直ちに取り出せる

ように保存しなければならない。 

 

（整理及び保存の方法） 

第22条の２ 電子行政文書の整理及び保存は、公文

書管理システムにより行うものとする。 

 

２ 書面行政文書の事務室内での整理及び保存は、

ファイリングキャビネット（以下「キャビネット」

という｡)及びファイリング用品を使用して行うも

のとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、キャビネットを使用

して整理し、及び保存することが不適当なものに

ついては、保管庫、書架、書箱等（以下「保管庫

等」という｡)を使用することができる。 

４ （略） 

 

（保存期間） 

第22条の４ 完結文書の保存期間は、新潟県行政文

書管理規程（令和２年３月新潟県訓令第５号）別

表第１に掲げる文書の種類により、次に定める区

分に従い校長が決定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の

定めがある行政文書及び時効が完成するまでの間

証拠として保存する必要がある行政文書の保存期

間は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間

による。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

行政文書の保存期間は、前２項に規定する保存期

間の満了する日後においても、それぞれ当該各号

に定める期間が経過する日までとする。この場合

において、当該各号のうちいずれかの号に該当す

る文書が他の号にも該当するときは、それぞれの

期間が経過する日のいずれか遅い日までを当該行

政文書の保存期間とする。 

(1)～(4) (略） 

４ 校長は、保存期間を決定するに当たつては、利

用度、重要度等を考慮し、必要 小限度の年数に

するように考慮しなければならない。 

５ 保存期間の起算日は、その完結した日の属する

会計年度の翌年度の４月１日（第６種文書にあつ

ては、完結した日の翌日）とする。ただし、暦年

を単位とする必要がある文書は、その完結した日

の属する年の翌年の１月１日とする。 

 

（保存期間が満了したときの措置） 

第22条の５ 校長は、個別フォルダー等について、

新潟県行政文書管理規程別表第１に掲げる文書の

種類により、職員が作成し起案するものにあつて

 

 

 

 

 

（整理及び保管の方法） 

第22条の２ 文書の整理及び保管は、ファイリング

・キャビネット（以下「キャビネット」という｡)

及びファイリング用品を使用して行うものとする。 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、キャビネットに整理

及び保管することが不適当なものについては、保

管庫、書架、書箱等（以下「保管庫等」という｡)

を使用することができる。 

３ （略） 

 

（保存期間） 

第22条の４ 完結文書の保存期間は、新潟県行政文

書管理規程（令和２年３月新潟県訓令第５号）に

定める別表第１に定める基準に基づき、次に定め

る区分に従い校長が決定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の

定めがある行政文書及び時効が完成するまでの間

証拠として保管する必要がある行政文書の保存期

間は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間

による。 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

文書の保存期間は、前２項に規定する保存期間の

満了する日後においても、それぞれ当該各号に定

める期間が経過する日までとする。この場合にお

いて、いずれかの号に該当する文書が他の号にも

該当するときは、それぞれの期間が経過する日の

いずれか遅い日までを当該文書の保存期間とする。 

 

(1)～(4) (略） 

４ 校長は、保存期間を決定するに当たっては、利

用度、重要度等を考慮し、必要 小限度の年数に

するように考慮しなければならない。 

５ 保存期間の起算日は、その完結した日の属する

会計年度の翌年度の４月１日（第６種文書にあつ

ては、完結した日の翌日）とする。ただし、暦年

による必要がある文書は、その完結した日の属す

る年の翌年の１月１日とする。 

 

（保存期間が満了したときの措置） 

第22条の５ 校長は、個別フォルダー等について、

新潟県行政文書管理規程別表第１に定める基準に

基づき、職員が作成し起案するものにあつては決
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は決裁時に、職員が取得し供覧するものにあつて

は閲覧時に、保存期間が満了したときの措置とし

て、歴史公文書に該当するものにあつては法務文

書課長への移管の措置を、それ以外のものにあつ

ては廃棄の措置をとるべきことを定めなければな

らない。 

 

（未完結文書の保存） 

第23条 書面行政文書である未完結文書（処理中又

は未着手の文書をいう。以下同じ｡)は、懸案フォ

ルダーに入れて整理し、保存しておかなければな

らない。 

２ 前項の規定にかかわらず、書面行政文書である

未完結文書のうち懸案フォルダーに入れて整理し、

保存することが不適当なものについては、所定の

場所に収納して整理し、保存することができる。 

３ （略）  

 

（完結文書の整理及び保存） 

第24条 書面行政文書である完結文書は、ファイル

基準表等により分類された項目ごとの個別フォル

ダーに入れ、キャビネットの中に保存しておかな

ければならない。 

２ 書面行政文書である完結文書は、個別フォルダ

ーに完結年月日の古いものから順に置き、 も新

しいものが 前に位置するように整理しておかな

ければならない。 

３ 第１項の規定により文書を保存するときは、原

則として、当該年度の完結文書は上２段に、前年

度の完結文書は下２段に収納するものとする。 

 

（完結文書の保存期間） 

第24条の２ 書面行政文書である完結文書を保存す

る期間は、その完結した日の属する会計年度の翌

年度の末日（第６種文書にあつては、保存する必

要がなくなる日）までとする。 

 

（保存文書の利用） 

第24条の３ 保存している行政文書を閲覧しようと

する職員は、当該行政文書を保存するファイル担

当者の承認を受けなければならない。 

 

（書面行政文書の移替え） 

第24条の４ キャビネットの上２段に保存されてい

る書面行政文書である完結文書は、毎年度ファイ

ル基準表に基づき下２段に移し替え、又は廃棄し

なければならない。ただし、常時使用する例規、

資料等の行政文書にあつては、この限りではない。 

 

（書面行政文書の引継ぎ） 

第25条 キャビネットの下２段に保存されている書

裁時に、職員が取得し供覧するものにあつては閲

覧時に、保存期間が満了したときの措置として、

歴史公文書に該当するものにあっては法務文書課

長への移管の措置を、それ以外のものにあつては

廃棄の措置をとるべきことを定めなければならな

い。 

 

（未完結文書の保管） 

第23条 未完結文書（処理中又は未着手の文書をい

う。以下同じ｡)は、懸案ホルダーに入れて整理し、

保管しておかなければならない。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、未完結文書のうち懸

案ホルダーに入れて整理し、保管することが不適

当なものについては、所定の場所に収納して整理

し、保管することができる。 

３ （略） 

 

（完結文書の整理保管） 

第24条 完結文書は、ファイル基準表等により分類

された項目ごとの個別フォルダーに入れてキャビ

ネットの中に保管しておかなければならない。 

 

２ 完結文書は、個別フォルダーに完結年月日の古

いものから順に置き、 も新しいものが 前に位

置するように整理しておかなければならない。 

 

３ 第１項の規定により文書を保管するときは、原

則として、当該年度の完結文書は上２段に、前年

度の完結文書は下２段に収納するものとする。 

 

（完結文書の保管期間） 

第24条の２ 完結文書を保管する期間は、その完結

した日の属する会計年度の翌年度の末日（第６種

文書にあつては、保管する必要がなくなる日）ま

でとする。 

 

（保管文書の利用） 

第24条の３ 保管している文書を閲覧しようとする

職員は、当該文書を保管するファイル担当者の承

認を受けなければならない。 

 

（文書の移替え） 

第24条の４ キャビネットの上２段に保管されてい

る完結文書は、毎年度にファイル基準表に基づき

下２段に移替え、又は廃棄しなければならない。

ただし、常時使用する例規、資料等の文書にあっ

ては、この限りではない。 

 

（行政文書の引継ぎ） 

第25条 キャビネットの下２段に保管されている完
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面行政文書である完結文書は、毎年度ファイル基

準表等に基づき、文書取扱者に引き継ぎ、又は廃

棄しなければならない。 

２ （略）  

３ 引継ぎをしようとする書面行政文書は、個別フ

ォルダーに入れたまま保存期間別に区分した保存

箱に入れ、文書保存（引継ぎ）台帳２部を添えて

引き継がなければならない。ただし、第22条の５

の規定により保存期間が満了したときの措置とし

て法務文書課長への移管の措置を定めたものにつ

いては、簿冊にまとめた上、引き継がなければな

らない。 

４ 引継ぎをしようとする保存箱には、所属名、保

存箱番号、完結年度、保存期間、保存期間満了年

月日、収納した個別フォルダー又は簿冊の題名、

保存期間満了時の措置等を記入した文書保存（引

継ぎ）台帳の写しを貼り付けなければならない。 

 

（保管庫等による書面行政文書の保存等） 

第25条の２ 保管庫等に保存されている書面行政文

書の保存、移替え及び引継ぎについては、キャビ

ネットに保存されている書面行政文書の取扱いの

例による。 

２ 前項の場合において、簿冊式の書面行政文書に

ついては、書面行政文書の題目等を記入した背表

紙を付して引き継がなければならない。ただし、

台帳等で表紙の必要のないものについては、この

限りでない。 

 

（書庫への格納） 

第26条 文書取扱者は、引継ぎを受けた書面行政文

書を保存期間別に区分し、書庫に格納の上、文書

保存（引継ぎ）台帳にその格納の位置を明示しな

ければならない。 

 

（保存文書の閲覧又は借覧） 

第28条 保存文書を閲覧し、又は借覧しようとする

職員は、文書取扱者にその旨を申し出て承認を得

るものとする。 

２ 前項の規定による借覧の期間は15日以内とする。

ただし、文書取扱者の承認を得てその期間を延長

することができる。 

 

（移管又は廃棄） 

第29条 （略） 

２ （略） 

 

 

 

 

 

結文書は、毎年度ファイル基準表等に基づき、文

書取扱者に引継ぎ、又は廃棄しなければならない。 

 

２ （略） 

３ 引継ぎをしようとする行政文書は、個別フォル

ダーに入れたまま保存期間別に区分した保存箱に

入れ、文書保存（引継ぎ）台帳２部を添えて引き

継がなければならない。ただし、第22条の５の規

定により保存期間が満了したときの措置として法

務文書課長への移管の措置を定めたものについて

は、簿冊にまとめた上、引き継がなければならな

い。 

４ 引継ぎをしようとする保存箱には、所属名、保

存箱番号、完結年度、保存期間、保存期間満了年

月日、収納した個別フォルダーの題名、保存期間

満了時の措置等を記入した文書保存（引継ぎ）台

帳の写しを貼り付けなければならない。 

 

（保管庫等による行政文書の保管等） 

第25条の２ 保管庫等に保管されている行政文書の

保管移替え及び引継ぎについては、キャビネット

に保管されている行政文書の取扱いの例による。 

 

２ 前項の場合において、簿冊式の行政文書につい

ては、行政文書の題目等を記入した背表紙を付し

て引き継がなければならない。ただし、台帳等で

表紙の必要のないものについては、この限りでな

い。 

 

（書庫への格納） 

第26条 文書取扱者は、引継ぎを受けた行政文書を

保存期間別に区分し、書庫に格納の上、文書保存

（引継ぎ）台帳にその格納の位置を明示しなけれ

ばならない。 

 

（保存文書の閲覧又は借覧） 

第28条 保存文書を閲覧又は借覧しようとする職員

は、文書取扱者にその旨を申し出て承認を得るも

のとする。 

２ 閲覧又は前項の規定による借覧期間は15日以内

とする。ただし、文書取扱者の承認を得てその期

間を延長することができる。 

 

（移管又は廃棄） 

第29条 （略） 

２ （略） 

３ 法務文書課長は、前項の規定による報告があっ

た場合において、当該報告に係る廃棄予定個別フ

ォルダー等のうち歴史公文書に該当すると認めら

れるもの（以下「選別個別フォルダー等」という｡)

があるときは、校長に対し、当該選別個別フォル
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３ 前項の規定による報告があつた場合において、

当該報告に係る廃棄予定個別フォルダー等のうち

歴史公文書に該当すると認められるもの（以下「選

別個別フォルダー等」という｡)があるとして、法

務文書課長から校長に対し、当該選別個別フォル

ダー等を移管するよう求めがあつたときは、校長

は、当該個別フォルダー等について当該求めを参

酌して、特に廃棄しなければならない理由がある

場合を除き、当該選別個別フォルダー等の保存期

間が満了したときの措置の定めを変更し、法務文

書課長に移管するものとする。 

４ （略） 

５ （略） 

６ 校長は、廃棄予定個別フォルダー等のうち、第

１項又は第３項の規定により法務文書課長に移管

するものを除き、廃棄しなければならない。 

 

 

（保存期間の延長） 

第30条 （略） 

 

 

 

（廃棄に当たつての必要な措置） 

第31条 文書取扱者は、行政文書を廃棄するに当た

っては、他に漏らしては支障があると認められる

もの又は印影を移用されるおそれのあるものにつ

いては、その熔解等必要な処置をとらなければな

らない。 

 

（文書の種類） 

第32条 学校において作成する文書の種類は、次の

とおりとする。 

(1) 命令、許可等の文書（校長が所属職員、特定

の個人等に対し指示又は命令するもの並びに許

可、認可及び申請に対する許否の意思表示をす

る場合に発するもの） 

(2)～(4) (略） 

 

（文書の書き方） 

第33条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きと

する。 

(1)・(2) (略） 

(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類する

もので縦書きが適当と認められるもの 

(4) 式辞、祝辞その他これに類するもので縦書き

が適当と認められるもの 

２ （略） 

 

（表記の基準） 

ダー等を移管するよう求めるものとする。 

４ 校長は、前項の規定による求めがあったときは、

選別個別フォルダー等について当該求めを参酌し

て、特に廃棄しなければならない理由がある場合

を除き、当該選別個別フォルダー等の保存期間が

満了したときの措置の定めを変更し、法務文書課

長に移管するものとする。 

 

 

 

 

 

５ （略） 

６ （略） 

７ 法務文書課長又は校長は、廃棄予定個別フォル

ダー等のうち、第１項又は第４項の規定により法

務文書課長に移管するものを除き、廃棄しなけれ

ばならない。 

 

（保存期間の延長） 

第29条の２ （略） 

 

第30条 削除 

 

（廃棄に当たつての注意事項） 

第31条 文書取扱者は、前２条の規定による廃棄に

当たつては、他に漏らしては支障があると認めら

れるもの又は印影を移用されるおそれのあるもの

については、その焼却、熔解等必要な処置をとら

なければならない。 

 

（文書の種類） 

第32条 文書の種類は次のとおりとする。 

 

(1) 命令、許可等の文書（校長が所属職員、特定

の個人等に対し指示又は命令するもの並びに許

可、認可及び申請に対する許否の意思表示の場

合に発するもの） 

(2)～(4) (略） 

 

（文書の書き方） 

第33条 文書は、次に掲げるものを除き左横書きと

する。 

(1)・(2) (略）  

(3) 表彰状・感謝状・賞状その他これに類するも

ので縦書きが適当と認められたもの 

(4) 式次・祝辞その他これに類するもので縦書き

が適当と認められたもの 

２ （略） 

 

（表記の基準） 
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第33条の２ 文書の用字、用語、文体等は、次に掲

げる表記の基準によるものとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 「公用文作成の考え方」の周知について（令

和４年１月11日付け内閣文第１号内閣官房長官

通知） 

(6)・(7) (略） 

２ 校長は、前項に規定する表記の基準を基として、

その趣旨の徹底に努めなければならない。 

 

（文書の発信者名） 

第34条 文書の発信者名は、特に定めのあるものを

除くほか、校長名を用いなければならない。ただ

し、軽易な事項については当該学校名を用いるこ

とができる。 

２ 文書の発信者名及び宛先の記載に当たり、往復

文については、その内容により職名だけを記載し、

氏名の記載を省略することができる。 

 

（文書の番号） 

第35条 文書取扱者は、文書に文書番号を付さなけ

ればならない。 

２ 前項の文書番号は、毎年４月１日に起こし、同

一事案に属する往復文書には、完結するまで同一

の番号を用い、順次枝番号を付するものとする。 

３・４ （略） 

 

（文書の記号） 

第36条 前条に規定する文書番号には、別表第２に

掲げる文書記号を付さなければならない。 

２・３ （略） 

 

（学校番号） 

第36条の２ 学校番号は、別表第２の左欄に掲げる

とおりとする。 

 

（文書の書式等） 

第37条 この規程に定めるもののほか、文書の書式、

用例、文書処理に関する帳簿、日付印、用紙の様

式等は、新潟県行政文書管理規程の例によるもの

とする。 

 

 

 

 

（特別の定め） 

第38条 校長は、当該学校の文書の取扱いについて、

この訓令によりがたい特別の事情があるときは、

教育長の承認を得て特別の定めをすることができ

る。 

２ 前項に定めるもののほか、校長は、特に必要が

第33条の２ 文書の用字、用語、文体等は、次に掲

げる表記の基準によるものとする。 

(1)～(4) （略） 

(5) 公用文作成の要領（昭和27年４月４日内閣閣

甲第16号依命通知） 

 

(6)・(7) (略） 

２ 校長は、前項に規定する表記の基準を基として

その趣旨徹底に努めなければならない。 

 

（文書の発信者名） 

第34条 文書は、特に定めのあるものを除くほか、

校長名を用いなければならない。ただし、軽易な

事項については当該学校名ですることができる。 

 

２ 文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往

復文については、その内容により、職名だけを記

載し、氏名の記載は省略することができる。 

 

（文書の番号） 

第35条 文書には、文書整理簿により、文書取扱者

において番号を付さなければならない。 

２ 前項の文書番号は毎年４月１日に起こし、同一

事案に属する往復文書には、完結するまで同一番

号を用い順次枝番号を付するものとする。 

３・４ （略） 

 

（文書の記号） 

第36条 前条に規定する文書番号には、別表第２に

規定する文書記号を付さなければならない。 

２・３ （略） 

 

（学校番号） 

第36条の２ 学校番号は、別表第２の左欄に掲げる

番号とする。 

 

（施行細則） 

第37条 この規程に定めるもののほか、文書の書式、

用例、文書処理に関する帳簿、日付印、用紙の様

式その他この規程の施行に関しての細目的事項は、

新潟県教育委員会文書規程（平成７年新潟県教育

長訓令第16号。以下「県教委文書規程」という｡)

第５条を準用し、新潟県行政文書管理規程の例に

よるものとする。 

 

（特別の定め） 

第38条 校長は、当該学校の文書の取扱いについて、

特に必要があると認めたときは、県教委文書規程

に準じ、特別に定めることができる。 

 

２ 前項の規定により特別の定めをした場合は、校
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あると認めるときは、当該学校の文書の取扱いに

ついて、必要な事項を定めることができる。 

３ 前項の規定により文書の取扱いを定めたときは、

校長は、その旨を総務課長に報告しなければなら

ない。 

 

 

 

 

（公印の登録） 

第41条 （略） 

２ （略） 

３ 総務課長は、前項の届出に基づき、公印台帳に

よつて公印の登録を行う。 

４ （略） 

 

（公印の事故） 

第42条 公印を紛失し、又は損傷したときは、校長

は、速やかに理由を明らかにして前条の規定の例

により総務課長に届け出なければならない。 

 

（公印の使用） 

第44条 （略） 

２ （略） 

３ 公印を使用するときは、押印しようとする文書

及び原議を公印の管守者に提示して審査を受けな

ければならない。 

 

第６章 補則 

 

（公文書管理システムに関する細則） 

第45条 この規程に定めるもののほか、公文書管理

システムによる文書の収受、起案、決裁、行政文

書の保存及び廃棄その他の文書の管理について必

要な事項は、別に定める。 

 

長はその旨を総務課長に報告しなければならない。 

 

３ 校長は、当該学校の文書の取扱いについて、こ

の規程によりがたい特別の事情がある場合は、教

育長の承認を得て特別の定めをすることができる。

校長は、当該学校の文書の取扱いについて、特に

必要があると認めたときは、県教委文書規程に準

じ、特別に定めることができる。 

 

（公印の登録） 

第41条 （略） 

２ （略） 

３ 総務課長は、前項の届け出に基づき、公印台帳

によつて公印の登録を行う。 

４ （略） 

 

（公印の事故） 

第42条 公印を紛失又は損傷したときは、校長は、

速やかに理由を明らかにして前条の規定の例によ

り総務課長に届け出なければならない。 

 

（公印の使用） 

第44条 （略） 

２ （略） 

３ 公印を使用するときは、押印しようとする文書

に当該起案書を添え、公印の管守者に提示して審

査を受けなければならない。 

 

別表第１（第３条関係） 

校長の権限に属する事務の専決事項 

専決権を有する者 専決事項 

副校長 (1)・(2) (略） 

(3) 職員の休暇、地方公務

員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第

110号）第19条第１項の

部分休業、修学部分休

業、高齢者部分休業及び

職務専念義務の免除の

承認等をすること（研修、

厚生計画参加及び兼職

に係るもの並びに結核性 

別表第１（第３条関係） 

校長の権限に属する事務の専決事項 

専決権を有する者 専決事項 

副校長 (1)・(2)  (略） 

(3) 職員の休暇、地方公務

員の育児休業等に関す

る法律（平成３年法律第

110号）第19条第１項の

部分休業、修学部分休業

及び職務専念義務の免

除の承認等をすること

（研修、厚生計画参加及

び兼職に係るもの並びに

結核性疾病に係るものの 
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 疾病に係るもののうち１

日を単位とするものを除

く｡)。 

(4) (略） 

（略）  

事務長 (1)～(13) (略） 

(14) 職員の休暇、地方公

務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律

第110号）第19条第１項

の部分休業、修学部分休

業、高齢者部分休業及び

職務専念義務の免除の

承認等をすること（研修、

厚生計画参加及び兼職

に係るもの並びに結核性

疾病に係るもののうち１

日を単位とするものを除

く｡)。 

(15)～(20) (略） 

備考 （略） 

 うち１日を単位とするも

のを除く｡)。 

 

(4) (略） 

（略）  

事務長 (1)～(13) (略） 

(14) 職員の休暇、地方公

務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法律

第110号）第19条第１項

の部分休業、修学部分休

業及び職務専念義務の

免除の承認等をすること

（研修、厚生計画参加及

び兼職に係るもの並びに

結核性疾病に係るものの

うち１日を単位とするも

のを除く｡)。 

 

(15)～(20) (略） 

備考 （略） 

 


